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公    告 
 

 

那覇市公告 第４号 

平成16年 4月 13日 

掲   示   済 

 

書類の送付に変えてその内容を掲示してある旨の公告について（区画整理課） 
 

書類の送付に変えてその内容を掲示してある旨の公告について 

 
  次の表の左欄に記載する者に対する、当該右欄の土地にかかる、石川市前原

西土地区画整理組合が発した土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第

１０３条第１項の規定による換地処分通知は、送付すべき場所を通知すること

ができないので同法第１３３条第１項及び土地区画整理法施行令（昭和３０年

政令第４７号）第７５条第１項において準用する同令第７２条第１項の規定に

より、書類の送付にかえて通知の内容が那覇市泉崎一丁目一番一号所在の、那

覇市掲示場に掲示されている。 

 

                      那覇市長 翁 長 雄 志 
 

                                                                       

書類の送付を受けるべき者  

氏名住所（又は最後の住所） 
土 地 の 表 示 

 

那覇市安里2丁目7番17号 
（株）育英商事外１名 

石川市字東恩納長嶺原１８０２－５ 
石川市字東恩納長嶺原１８０３－３ 

 

那覇市安里2丁目7番17号 
（株）沖縄育英社外１名 

石川市字東恩納長嶺原１８０２－５ 
石川市字東恩納長嶺原１８０３－３ 
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那覇市公告第 ６ 号 

平成１６年４月２３日 

掲 示 済 

 

用途地域の指定のない地域（白地地域）内の建築物の建築基準について（建築指導

課） 
 

用途地域の指定のない地域（白地地域）内の建築物の建築基準について 

 

建築基準法（以下「法」という。）第５２条第１項第６号に定める容積率、法第

５３条第１項第６号に定める建ペイ率、法第５６条第１項第１号に定める建築物の

各部分の高さ・道路斜線、及び法第５６条第１項第２号ニに定める建築物の各部分

の高さ・隣地斜線を定めたので次により公告・縦覧し、施行します。 

 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

 

 

１ 建築基準 

 

 容積率 建ペイ率 道路斜線 隣地斜線 

建築基準 20 / 10 6 / 10 1.5 31ｍ＋2.5 

 

２ 区域字名 ： 鏡水、安次嶺、当間、大嶺、宮城、高良、具志 

 

３ 区域面積 ： ６．５２３平方キロ 

 

４ 区域区分 ： 市街化調整区域 

 

５ 理  由 ： 都市計画法及び法の一部を改正する法律が公布（平成１２年５

月１９日）され、平成１３年５月１８日に施行されました。こ

れにより白地地域の建築基準を法の施行後３年以内に定める

必要があります。 

 

６ 縦覧期間 ： 平成１６年４月３０日（金）から同年５月１４日（金）まで 

 

７ 基準施行 ： 平成１６年５月１７日 

 

８ 縦覧場所 ： 那覇市 建築指導課（那覇市銘苅2-3-1 新都心銘苅庁舎５階） 

電話 ９５１－３２４４ 電送 ９５１－３２４５ 
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水 道 局 告 示 
 

 

那覇市水道局告示第２号 

平成１６年４月１日 

掲 示 済 

 

 

水道メーター開閉栓等業務委託について 
水道メーター開閉栓等業務委託について 

 

 

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）３３条の２の規定に基づき、次のとお

り委託したので告示する。 

 

那覇市水道事業管理者 

水道局長 高 嶺  晃 

 

 

 

受託者氏名 
 那覇市管工事協同組合 

 理事長 久 高 將 英 

   住所  那覇市寄宮３丁目１７番２２号 

委 託 期 間 
 自平成１６年４月 １日 

 至平成１７年３月３１日  

委 託 内 容 
 水道メーターの開閉栓、臨時検針、徴収業務、 

給水停止予告通知書配布等 

履 行 場 所 
 那覇市水道事業の管理に属する水道メーターの設

置場所 
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水 道 局 公 告 
 

 

 

那覇市水道局公告第１号 

平成１６年４月２０日 

掲 示 済 

 

平成１６年度那覇市水道局工事・業務委託発注の見通しに関する事項の公表につい

て 
平成１６年度那覇市水道局工事・業務委託発注の見通しに関する事項の公

表について 

 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２

７号）第７条及び同法施行令（平成１３年政令３４号）第５条第１項の規定に基

づき、「平成１６年度那覇市水道局工事・業務委託発注の見通しに関する事項の

公表リスト」を公表する。 

 

 

那覇市水道事業管理者 

水道局長 高 嶺 晃 
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